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平成１８年度 中小企業関係税制改正意見の概要
～中小企業の活力を引き出す税制改革～

○基本的視点
我が国の雇用・産業創出を担い、地域経済を支える中

小企業の経済活動を活性化するため、中小企業の財務

基盤強化等に向けた取組を支援するとともに、積極的

な事業展開に資する投資を促進する。

１．中小企業の財務基盤の強化・資金調達能力の向上

（１）同族会社の留保金課税について

厳しい競争環境の中、新たな発展を目指す中小企業にとって、

設備投資・研究開発等を行うための資金の確保、信用力向上を図

るための財務基盤の強化といった経営課題に対処するためには、

利益の内部留保が必要不可欠。同族会社の一定水準以上の内部

留保に対して課される留保金課税（現行税率１０～２０％）は、こう

した中小企業の新たな発展の阻害要因となっているため、その廃

止を含めた抜本的見直しを行う。

（２）創業５年以内の中小企業者に係る欠損金の繰戻し還付措

置の延長

我が国経済を活性化するため、新産業・新事業の創出に寄与す

る中小企業者が、昨今の厳しい経済環境に対応できるよう、税制

の整備を図る必要がある。このため、事業基盤が脆弱な創業間も

ない中小企業の資金繰り難を緩和するため、欠損金の繰戻し還付

措置を延長する（現行：設立５年以内の中小企業について、１年間

の繰戻し還付措置）。
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（３）中小企業の事業承継の円滑化に資する税制の整備

中小企業は付加価値を生み出す経済活力の原動力。それが、

相続税の過重な負担のために次世代に継承されないことは、我が

国経済にとって大きな損失。したがって、中小企業の事業承継を円

滑化するための制度改善に引き続き取り組む（現行：事業用宅地

まで相続税評価額の８０％が非課税、自社株の相続税の４００ｍ２

。課税価格の１０％軽減措置等）

２．ものづくり等を担う中小企業の積極的な投資促進

（１）中小企業投資促進税制の延長

中小企業は我が国の構造改革を担う雇用・産業の原動力であ

り、依然として厳しい経済環境の中、引き続きものづくり基盤技術を

担う企業をはじめとして意欲のある中小企業の設備投資の活性化

を図る必要がある。このため、資金繰りの厳しい中で思い切った設

備投資を可能とする中小企業投資促進税制を延長する（現行：特

別償却（初年度３０％）又は税額控除（７％））。

（２）中小企業者等の少額減価償却資産の特例の延長

中小企業は我が国の構造改革を担う雇用・産業の原動力であ

り、依然として厳しい経済環境の中、大規模な投資支援だけでな

く、小規模な減価償却資産の取得・更新を促進し、事業の効率化

等を促進することにより中小企業の活力向上を図るため、中小企

業者等の少額減価償却資産特例を延長する（現行：３０万円未満

の減価償却資産を取得した場合の全額損金算入）。


